
 

施策１４３  

 

 

 

【主担当部局：環境生活部】 

県民の皆さんとめざす姿（令和５年度末での到達目標） 

県や市町、消費者団体、事業者団体、地域住民等さまざまな主体が連携することにより、消費者一

人ひとりが消費生活に関する正しい知識を得て、事業者との契約トラブル等を回避する自主的かつ合

理的な消費活動を行うとともに、単なるサービスの受け手としてではなく、社会、経済、環境などに

消費が与える影響を考えて商品・サービスを選ぶなど、公正で持続可能な社会の形成に寄与するよう

な消費生活を営んでいます。 

 

主指標     

目標項目 
令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 
状況 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

消費者トラブ
ルに遭った時
に消費生活相
談を利用する
とした人の割
合 

 72.3％ 

 

73.8％  
76.8％ 

＜70.0％＞ 

70.8％     

目標項目の説明と令和３年度目標値の考え方 

目標項目 
の説明 

消費者トラブルに遭った時に消費生活センターや市町の消費生活相談窓口を利用するとし
た人の割合 

３年度目標値 
の考え方 

令和５年度の目標達成に向け、段階的に割合を増やしていくこととし、これまでの実績等を
ふまえて目標値を設定しました。 

 

副指標   

目標項目 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

 
現状値 

目標値 
実績値 

目標達成 

状況 
目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

目標値 
実績値 

高齢者や若年者

に向けた消費生

活講座等に参加

した人数 

 6,225 人 

 

6,750 人        7,800 人 

5,601 人           

消費生活相談に

おいてあっせん

により消費者ト

ラブルが解決し

た割合 

 93.2％ 

 

93.8％        95.0％ 

93.5％           

 

 

 

 

 

Ⅰ「守る」～命と暮らしの安全・安心を実感できるために～ 

 Ⅰ－１ 防災対策 

   Ⅰ－１－１ 防災対策の推進   

   Ⅰ－１－２ 治山・治水・海岸保全対策の推進 

消費生活の安全の確保 

 

 



 

現状と課題 

①高度情報通信社会の進展や新技術を活用した新たなビジネスの登場、新型コロナウイルス感染症拡

大など、消費者を取り巻く社会環境は大きく変化しており、新たな消費者トラブルの発生が懸念さ

れるとともに、新しい生活様式を取り入れた消費行動が求められます。このため、消費者の課題を

とらえた消費者教育や啓発活動を、市町や消費者団体、事業者団体等さまざまな主体と連携し、多

様な手法により実施していく必要があります。 

②民法の改正により、令和４年４月から成年年齢が 18歳に引下げられることに伴い、これまで未成年

者取消権で保護されてきた 18 歳、19 歳の若年者が保護対象から外れることとなるため、若年者の

消費者被害拡大防止に向けて取組を強化する必要があります。 

③消費生活相談件数に占める高齢者の割合が年々増加傾向にあることから、高齢者の消費者トラブル

防止のための取組を一層進めるとともに、消費者に身近な市町における見守り体制の充実に向けて

取り組む必要があります。 

④県消費生活センターの専門性を確保するとともに、県内どこに住んでいても質の高い相談が受けら

れるよう、消費者に身近な市町における相談体制の充実に向けて取り組む必要があります。 

⑤不適正な取引行為等の排除と健全な市場の形成のため、関係機関等と連携して事業者の監視・指導

を行うほか、事業者における自主的な取組を支援していく必要があります。 

 

令和３年度の取組方向 

①消費者団体、事業者団体等が参画する「みえ・くらしのネットワーク」をはじめ、市町等、さまざ

まな主体との連携を強め、子どもから高齢者まで各世代の特性に適した方法で、消費者トラブルの

未然防止、拡大防止に向けた取組を推進します。また、新しい生活様式に対応した消費行動の推奨

や、人や社会、環境に配慮した消費行動である倫理的消費（エシカル消費）の普及啓発に取り組み

ます。 

②民法の成年年齢引下げを見据え、若年者を対象とした出前講座等を行うとともに、教育機関等と連

携し、若年者向けの消費者教育に取り組みます。また、若年者が消費者トラブルに遭うことなく、

自立した消費者として行動するための知識と意識を高めるための取組を推進します。 

③高齢者の消費者トラブルの防止に向け、県内各地で出前講座を行うほか、「消費者啓発地域リーダー」

による地域における自主的な取組、啓発活動を促進するとともに、消費者に身近な市町における見

守り体制の充実に向けた取組を促進します。 

④県消費生活センターにおいて専門的な相談対応や、県・市町の相談員等を対象とした研修を行うと

ともに、消費者に身近な市町で消費生活相談に対応できるよう、相談体制の充実について市町に働

きかけや助言を行います。 

⑤国、近隣県、警察、関係機関、関係部局等と連携して「悪質な商取引」や「商品・サービスに係る

不適正な表示」について事業者の監視・指導を行います。また、適正な商取引や商品等の表示に向

けた事業者の自主的な取組を支援します。 

 



 

主な事業 

①消費者行政推進事業【基本事業名：14301 自主的かつ合理的な消費活動への支援】 

予算額：(R2)  ２５，１０３千円 → (R3)  ２４，３５９千円 

事業概要：弁護士等の活用により県消費生活センターの専門性を確保するとともに、県、市町の相

談員等を対象とした研修会を開催し、県全体の相談対応能力の向上を図ります。また、

消費生活相談員資格取得支援講座を開催し、相談員有資格者の増加を図るとともに、市

町における消費者行政の推進を支援します。 

 

②消費者啓発事業【基本事業名：14301 自主的かつ合理的な消費活動への支援】 

予算額：(R2)  １６，３３５千円 → (R3)  １６，０８７千円 

事業概要：消費者トラブルの未然防止、拡大防止に向けて、若年者から高齢者まで幅広い世代を対

象とした消費生活出前講座等を開催するとともに、市町、消費者団体、事業者団体、関

係機関、消費者啓発地域リーダー等のさまざまな主体と連携した啓発活動や、講演会、

多様な情報媒体の活用等により消費者啓発・消費者教育を実施します。  

 

 ③相談対応強化事業【基本事業名：14302 消費者被害の救済、適正な取引の確保】 

予算額：(R2)  ２３，５７７千円 → (R3)  ２４，７３３千円 

事業概要：県消費生活センターに消費生活相談員を配置するとともにその資質向上を図り、消費者

からの相談に対して迅速かつ適切に対応します。また、多重債務に関する相談に対して

関係機関と連携して、適切に対応します。 

 

④事業者指導事業【基本事業名：14302 消費者被害の救済、適正な取引の確保】 

予算額：(R2)  ５，７８２千円 → (R3)  ６，２２２千円 

事業概要：事業者指導の実効性を高めるため、不当商取引指導専門員を配置するとともに、国、近

隣県、警察、関係機関、関係部局等と連携して、悪質な取引や商品・サービスに係る不

適正な表示について事業者の監視・指導を行います。また、適正な商取引や商品等の表

示に向けた事業者の自主的な取組を支援します。 

 

 

 

 

【国交付金・補助率 10/10 要望額ベース】 

◯弁護士相談の実施                           399千円 

◯消費生活相談員等勉強会の実施                   488千円 

◯消費生活相談員資格取得支援講座の実施                 3,100千円 

 ・受講定員 50名 

 ・R1三重県における相談員資格試験合格者 17名のうち、講座受講生 14名 

（うち人材バンク登録者 13名） 

 ・三重県消費生活相談員人材バンク登録者 43名（令和２年 10月末現在） 

◯三重県消費者行政強化事業費補助金等                  20,000千円 

【国交付金・補助率 10/10 要望額ベース】 

◯啓発資料、リーフレット等の作成                      1,337千円 

◯フリーペーパーへの広告掲載(9誌 3回 約 62万部配布)             2,550千円 

（悪質商法等への注意喚起・消費者ホットライン１８８等相談窓口の周知、新しい生活様式の普及等） 

○若年者を対象とした消費者啓発（高校訪問）             1,800千円 

（６校：ラジオのパーソナリティが高校を訪問し、校内放送で生徒とトークセッションを実施） 

◯小・中学校消費生活出前講座                       4,600千円 

（10校：演劇等児童・生徒が興味を持って受講できるような内容で啓発） 

◯ラジオを活用した啓発（１回 約 1か月放送）             800千円 

（悪質商法等への注意喚起及び消費者ホットライン１８８等相談窓口の周知） 

○ＳＮＳを活用した若年者啓発                    1,500千円 

（消費者ホットライン１８８等相談窓口の周知や若年者に対する啓発動画を配信） 

◯テレビを活用した啓発（１回 約 1か月放送）            1,500千円 

（悪質商法等への注意喚起及び消費者ホットライン１８８等相談窓口の周知） 

◯映画館を活用した啓発（２館 約１か月上映）            1,980千円 

（悪質商法等への注意喚起及び消費者ホットライン１８８等相談窓口の周知） 

 

 ※上記事業の回数等は、国交付金要望額ベースでの予定 


